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１ 「健康しが たばこ対策指針」策定および改定経過 

 

平成 14年(2002年)12月    「健康しが たばこ対策指針」策定 

22年(2010年)11月    「健康しが たばこ対策指針」一部改定 

27年(2015年) 3月    「健康しが たばこ対策指針」一部改定 

令和 3年(2021年) 3月 「健康しが たばこ対策指針」全面改定 
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２ 滋賀県の現状 

 

（１）喫煙関連疾病の状況 

令和３年人口動態統計によると、本県の死亡原因の１位は悪性新生物で 26.1％、

２位が心疾患で 15.4％、３位が脳血管疾患で 6.6％となっています。また悪性新生

物の中では、男女ともに肺がんによる死亡が最も多く、男性で 26.1％、女性で

14.8％が肺がんで死亡しています。（滋賀県の死因統計解析（2011～2020）） 

令和元年全国がん登録データ（年齢調整罹患率：人口 10 万対）により全国と滋

賀県の肺がん罹患率を比較すると、男女とも全国より高くなっています。 

慢性閉塞性肺疾患（COPD）による死亡数は、令和３年人口動態統計によると、全

国では 16,384人（男性 13,670人、女性 2,714人）であり、滋賀県では 172人（男

性 146人、女性 26人）です。また、死亡率は全国平均が 13.3％、滋賀県は 12.5％

です。 

 

 

（２）喫煙の状況   

令和４年度「滋賀の健康・栄養マップ」調査によると、本県の成人の喫煙率は、

男性が 19.3％、女性が 4.2％です。また、平成 28 年国民健康・栄養調査による都

道府県別男性平均喫煙率（年齢調整値）においては、20.6％と全国で一番低い結果

でした。（全国男性平均喫煙率：29.7％） 

前回平成 27 年度調査と比較すると、男性はすべての年代で喫煙率が減少してお

り、特に 20歳代、30歳代の若い世代の喫煙率が大きく下がっています。女性は 40

歳代以外の年代において喫煙率が上昇しています。 

また、滋賀県内の喫煙者が吸っているたばこ製品の割合については、平成 26年

度に発売が開始された加熱式たばこの割合が男女ともに 30％を超えています。 
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＊令和４年度「滋賀の健康・栄養マップ」調査 

 

 

（３）喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及状況 

現在、県では、「世界禁煙デー・禁煙週間」等において、滋賀県たばこ対策推進会

議構成団体等と連携しながら、喫煙が及ぼす健康影響等を正しく理解いただくため

の啓発を実施すると共に、各種マスメディアによる広報を行っています。市町にお

いては広報等を利用した情報提供、母子健康手帳交付時、新生児訪問時、乳幼児健

診等あらゆる機会にリーフレット等を配布しています。小・中・高等学校等では、

20歳未満の者の喫煙防止の指導を実施しています。その他、医療機関や関係団体に

おいても、喫煙が及ぼす健康影響についての啓発に取り組んでいます。 

 

 

（４）20歳未満の者の喫煙防止（防煙）対策について 

20歳未満の者の喫煙については、平成 27年度厚生労働科学研究費補助金循環器

疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業による「未成年者の健康課題および生

活習慣に関する実態調査研究」によると、男女とも、経年的に見ると喫煙率は概ね

減少しています。しかし、中学男子の 5.6%、中学女子の 3.8%の生徒が、高校男子

では 11.9%、高校女子では 5.6%がすでに喫煙を経験している状態です。 

また、令和４年度「滋賀の健康・栄養マップ」調査によると、滋賀県の 15 歳か

ら 18歳までの高校生の喫煙率は全体で 0.5％（男性：0.6％、女性 0.4％）です。 

喫煙者が吸っているたばこ製品割合（複数回答可） 

（令和４年度：20歳以上、性別） （％） 
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現在、小・中・高等学校および特別支援学校の授業等において、児童生徒の状況

に応じて、20歳未満の者の喫煙防止の指導が行われています。 

また、たばこ販売業界等でも、20歳未満の者に対しての販売は法律で禁止されて

いることから、たばこ販売店等による「売らない、買わせない、吸わせない」の「愛

の一声」運動と併せて、街頭啓発・ポスター掲示による 20 歳未満の者の喫煙防止

に取り組んでいます。 

本県においては、2008年６月よりたばこ自動販売機に成人識別機能を取り付け、

年齢確認による販売が始まり、20 歳未満の者がたばこを入手しづらい環境が整備

されています。 

 

 

（５）受動喫煙防止対策について 

国においては「健康増進法の一部を改正する法律」(平成 30年法律第 78号)によ

る改正後の健康増進法が令和２年４月１日から全面施行されました。①「望まない

受動喫煙」をなくす、②受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等に特

に配慮する、③施設の類型・場所ごとに対策を実施する、という考え方を基に国民

および施設の管理権原者等に対する義務、責務および違反に対する罰則（過料）が

規定されたことで、望まない受動喫煙をなくすための対策強化が図られています。 

学校、病院、行政機関の庁舎（行政機関がその事務を処理するために使用する施
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設に限る。）等の第一種施設については、健康増進法の改正により令和元年７月１

日より敷地内禁煙となっています。 

県では、平成 21 年４月から本庁舎、各地域の合同庁舎等の建物内全面禁煙とし

ておりましたが、令和元年５月 31 日から県庁の本庁舎、公館、大津合同庁舎およ

び各地方合同庁舎を敷地内全面禁煙としました。 

令和５年度「滋賀県禁煙・分煙実態調査（市町庁舎等）」（令和５年５月 31 日現

在）によると、市町庁舎の受動喫煙対策は、敷地内全面禁煙が９市町、建物内全面

禁煙（特定屋外喫煙場所等を設置）が９市町です。また、受動喫煙防止条例を制定

する市町は湖南市１市、路上喫煙防止条例など喫煙を禁止する区域、施設を定めて

いる条例を制定する市町は８市です。 

幼稚園、小・中・高等学校等においては、県立学校が平成 18 年度から、市町立

学校園が平成 19年度からすでに敷地内全面禁煙が行われています。 

県内の大学、短期大学では、令和２年度「滋賀県禁煙・分煙実態調査（大学・短

期大学対象）」（令和２年７月 31 日現在）によると、県内 14 大学（短期大学含む）

の内、敷地内全面禁煙が９校、建物内全面禁煙が５校（特定屋外喫煙場所を設置）

でした。 

令和４年度「滋賀の健康・栄養マップ」調査によると、非喫煙者が毎日受動喫煙

の機会を有する割合は、家庭では 3.9％、勤務場所では 1.8％、飲食店 0.1％と前回

平成 27年度調査（家庭 8.8％、勤務場所 10.2％、飲食店 37.2％、）に比べると健康

増進法改正の影響もあり、減少しています。 

 

※第一種施設：多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動

喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として

政令で定めるものならびに国および地方公共団体の行政機関の庁舎（行政

機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。）については、敷

地内禁煙（特定屋外喫煙場所および喫煙関連研究場所を除く。）。 

第二種施設：多数の者が利用する施設のうち、第一種施設および喫煙目的施設以外の施

設については、屋内禁煙（喫煙専用室の場所および喫煙関連研究場所を除

く。）。 

喫煙目的施設：多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙

をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める

要件を満たすものについては、屋内にて喫煙が可能。 
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（６）禁煙支援について 

令和４年度「滋賀の健康・栄養マップ」調査によると、喫煙者のうち 62.7％が「や

めたい」または「本数を減らしたい」という状況です。 

令和４年度健康寿命推進課による「健康いきいき 21－健康しが推進プラン－（第

２次）」目標項目（妊娠中の喫煙・飲酒）にかかるモニタリング調査によると、妊婦

本人の喫煙率は、妊娠前では 10.0％、妊娠中では 2.4％であり、同居者の喫煙率は、

妊娠前では 28.7％、妊娠中では 25.1％です。 

県内の禁煙治療に保険が使える医療機関は、令和５年９月１日現在 166医療機関

あります。 

一般社団法人滋賀県薬剤師会が認定する禁煙支援薬剤師がいる薬局は、令和５年

４月１日現在 49薬局あり、学校や事業所等で活動を行っています。 

また、特定健診や特定保健指導の場でも、血圧高値、脂質異常、血糖値高値等と

関連づけて、禁煙の必要性について指導が行われています。 
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１．国及び地方公共団体の責務等

(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め

る。

(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を

防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙
を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、

屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度

に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

改正の概要

健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号） 概要健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号） 概要

1



２．多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2) 都道府県知事（保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ず

ることができる。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。
(4) 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5) 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとす

る。

３．施設等の管理権原者等の責務等

(1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないものとする。
(2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

４．その他
(1) 改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。

(2) この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる

よう努めるものとする。

(3) 法律の施行後５年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

※１ 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※２ たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
※３ 一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。
注：喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。
注：公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売（出張販売によるものを含む。）をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といっ

た喫煙を主目的とする施設について、法律上の類型を設ける。

Ａ 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

旅客運送事業自動車・航空機

禁煙

（敷地内禁煙（※１））

Ｂ 上記以外の多数の者が利用する施設、

旅客運送事業船舶・鉄道 原則屋内禁煙

(喫煙専用室（喫煙のみ）内

でのみ喫煙可)飲食店

【加熱式たばこ（※２）】

原則屋内禁煙

(喫煙室（飲食等も可）内

での喫煙可)

経過措置

既存特定飲食提供施設
（個人又は中小企業（資本金又は出資の総額

5000万円以下（※３））
かつ 客席面積100㎡以下の飲食店）

標識の掲示により喫煙可

2020年４月１日（ただし、１及び２(5)については2019年１月24日、２.Ａ二重線部の施設に関する規定については2019年７月１日）

施行期日

別に法律で定める日までの間の措置

当分の間の措置

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】

2



屋内禁煙 喫煙専用室設置（※）
加熱式たばこ専用の
喫煙室設置（※）

○ 敷地内禁煙
・学校、児童福祉施設
・病院 、診療所
・行政機関の庁舎 等

or

※ 全ての施設で、
喫煙可能部分には、
①喫煙可能な場所である
旨の掲示を義務づけ

②客・従業員ともに
20歳未満は立ち入れない

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

○ 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
（例） できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。

子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。

屋外や家庭など

喫煙可能（※）

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

【経過措置】

既存の経営規模の
小さな飲食店

・個人又は中小企業が経営
・客席面積100㎡以下

上記以外の施設＊

・事務所
・工場
・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送用事業船舶、鉄道

・国会、裁判所
等

＊個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住

の用に供する場所は適用除外

○ 原則屋内禁煙 （喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要）

○ 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能

経営判断により選択

経
営
判
断
等

室外への煙の流出防止措置

飲食可喫煙のみ

子どもや患者等に特に配慮

２０
UNDER

２０
UNDER

２０
UNDER

第一種施設

第二種施設

喫煙を主目的とする施設
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所

○ 施設内で喫煙可能（※）
喫煙目的施設

改正健康増進法の体系改正健康増進法の体系
2019年
7月1日
施行

2020年
4月1日
施行

2019年
1月24日
施行
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①周知啓発
国民や施設の管理権原者などに対し、受動喫煙による健康影響等について、国及び地方自治体がパンフレット資材の作
成・配布等を通じて周知啓発を行う。

②喫煙専用室等の設置に係る予算・税制上の措置
飲食店等における中小企業の事業主等が、受動喫煙対策として一定の基準を満たす喫煙専用室等を整備する際、その

費用について助成を行う。
また、中小企業等が経営改善設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、喫煙専用室に係る器具備
品等がその対象となることを明確化する。

③屋外における分煙施設
屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行う。

（考えられる協力の例）
○ 事業主団体等を通じた周知
飲食の機会等において患者や妊婦をはじめ受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行くことがないようにするた
め、受動喫煙を防止する観点からの留意事項をまとめ、事業主団体等を通じて、周知啓発を行う。

○ 民間の飲食店情報サイトへの協力依頼
屋内禁煙、喫煙専用室設置店、既存特定飲食提供施設等の情報を掲載し、飲食店を選択する方に広く周知する。

○ 加熱式たばこの受動喫煙による健康影響等について、科学的知見の蓄積を行う。

国及び地方公共団体の責務について国及び地方公共団体の責務について

１．国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するた
めの措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。

２．国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、
望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果
的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

３．国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。
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大企業
（既存）
約１割弱

○ 既存の飲食店（※）のうち経営規模が小さい事業者が運営
するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求める
ことが事業継続に影響を与えることが考えられることから、
これに配慮し、一定の猶予措置を講ずる。
※この法律の施行の際現に存する、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせ
る営業が行われる施設

○ その際、特例の対象か否かが変動することがないよう配
慮することが必要であることから、「経営規模」について
は、「売上げ」ではなく、「資本金」及び「面積」で判断
する。

○ 資本金については、中小企業基本法における中小企業
（飲食店）の定義などを踏まえ、「資本金5,000万円以
下」を要件とする。
※ただし、一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合
などを除く。

○ また、「資本金5,000万円以下」の企業が運営する施設
であっても、一定の客席面積を有する場合は、一定の経営
規模があると考えられることから、先行事例となる神奈川
県・兵庫県の条例などを踏まえ、「客席面積１００㎡以
下」を要件とする。

○ また、「既存の飲食店」について、法施行後に何らかの
状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に
該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一
性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

※1）平成29年度飲食店における受動喫煙防止対策実態調査報告書（東京都）・平成27年度健康資源・環境整備状況調査（愛媛県）・平成26
年度受動喫煙防止対策実態調査（山形県）等の自治体調査、平成26年経済センサス基礎調査、平成23～26年度生活衛生関係営業経営
実態調査の回答結果をもとに仮定をおいて推計。

※2）平成18年事業所・企業統計調査～平成26年経済センサス基礎調査。
※3）経済センサス基礎調査における飲食店（食堂、レストラン、料理店、喫茶店、酒場等）

約８割強

客席面積100㎡以下

受動喫煙対策を実施していない 約７割強

中小企業や
個人事業主
（既存）
約９割強

新規店舗

事
業
所
数

売
上
規
模

措置の対象
となる店舗は、
全飲食店の

約５．５割程度と推計

○ 既存特定飲食提供施設（中小企業や個人が運営
する店舗であって、客席面積100㎡以下のもの）
として、措置の対象となる店舗は、最大で飲食店
全体の約５．５割程度と推計（※1）。

○ なお、飲食店のうち、新たに出店した店舗は、
２年間で全体の約２割弱、５年間で約３割強（※2）。

約２割弱

100㎡超

売上規模は、

全飲食店の
約４割程度と推計

（※1）

既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について
＜考え方＞ ＜範囲＞

法
施
行
後
、
新
た
に
開
設
す
る
店
舗
が
段
階
的
に
増
加

既
に
受
動
喫
煙
対
策
（
禁
煙
又
は

喫
煙
所
設
置
）
を
実
施
し
て
い
る

既
に
受
動
喫
煙
対
策

（
禁
煙
又
は
喫
煙
所
設

置
）
を
実
施
し
て
い
る

経過措置の対象となりうる飲食店（※3）の割合（推計）
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改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について

①喫煙禁止場所における喫煙 ③喫煙器具、設備等の設置
④20歳未満の者を喫煙室に
立ち入らせる

②紛らわしい標識の掲示、
標識の汚損等

改善が見られない
場合

都道府県知事等が
「勧告」

改善が見られない
場合

都道府県知事等が
「公表」

改善が見られない
場合

管理権原者等が
喫煙の中止等を求める

都道府県知事等が「指導」

改善が見られない場合
都道府県知事等に通報

都道府県知事等が「命令」

「罰則の適用」（過料）※都道府県知事等が地方裁判所に通知

改善が見られない場合

改善が見られない場合

違反が発覚 ※都道府県等に住民からの相談窓口を設置。

【全ての者】 【管理権原者等】 【管理権原者等】【全ての者】

and/or

○ 改正健康増進法においては、以下の義務を課すこととしている。
【全ての者】①喫煙禁止場所における喫煙の禁止、②紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止

【施設等の管理権原者等】③喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
④喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと 等

○ 義務に違反する場合については、まずは「指導」を行うことにより対応する。指導に従わない場合等には、義務違
反の内容に応じて勧告・命令等を行い、改善が見られない場合に限って、罰則（過料）を適用する。

※ 違反があった際には、都道府県知
事等の指導によって改善を図る。

（20歳未満の者が受動喫煙をしている
場合に相談窓口で受付け）

＜義務違反時の対応＞

6



○ 多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の
特定を行うこととするが、喫煙可能場所のある施設の従業員の「望まない受動喫煙」
を防止するため、以下の施策を講ずる。

１ 20歳未満の者（従業員含む）の立入禁止
多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者（従業員を含む）を喫煙

可能場所に立ち入らせてはならないこととする。

２ 関係者による受動喫煙防止のための措置
関係者（※）に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。その上

で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指
導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する。

※上記１の施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者

また、従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかに
ついて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。(今回の法律とは別に関係省令
等により措置）

（参考） ガイドラインに盛り込む措置の例
① 喫煙室や排気装置の設置などハード面の対策と助成金等利用可能な支援策の概要
② 勤務シフト・店内レイアウト・サービス提供方法の工夫、従業員への受動喫煙防止対策の周知（モデル労働条件通知書等の活
用）などソフト面の対策と相談窓口等利用可能な支援策の概要
③ 従業員の募集や求人申込みの際に受動喫煙対策の内容について明示する等、従業員になろうとする者等の保護のための措置

従業員に対する受動喫煙対策について従業員に対する受動喫煙対策について
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○ 一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）の施行期日は2019年１月24日とする。
○ 一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）の施行期日は2019年７月１日とする。

改正健康増進法の施行期日について改正健康増進法の施行期日について

2018年 2019年

９月（ラグビーＷ杯）

2020年

４月 ７月（東京オリパラ）７月１日１月24日７月25日

全面施行(上記以外の施設等)
2020年４月１日

▲ ▲ ▲ ▲

法律公布

一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）
（公布後６ヶ月以内で政令で定める日）

一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）
（公布後１年６ヶ月以内で政令で定める日）

8



1/51 

○健康増進法 

（平成十四年八月二日） 

（法律第百三号） 

第百五十四回通常国会 

第一次小泉内閣 

改正 平成一五年五月三〇日法律第五五号 

同一五年五月三〇日同第五六号 

同一七年六月二九日同第七七号 

同一七年七月二六日同第八七号 

同一八年六月二一日同第八三号 

同一九年四月二三日同第三〇号 

同一九年七月六日同第一〇九号 

同一九年七月六日同第一一一号 

同二〇年六月一八日同第七三号 

同二一年六月五日同第四九号 

同二三年六月二二日同第七二号 

同二三年八月三〇日同第一〇五号 

同二五年六月二八日同第七〇号 

同二六年五月二一日同第三八号 

同二六年六月四日同第五一号 

同二六年六月一三日同第六七号 

同二六年六月一三日同第六九号 

同二九年五月三一日同第四一号 

同三〇年七月二五日同第七八号 

（令和元年 六月 七日同 第 二六号） 

令和元年六月七日同第二六号 

健康増進法をここに公布する。 

健康増進法 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針等（第七条―第九条） 
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第三章 国民健康・栄養調査等（第十条―第十六条の二） 

第四章 保健指導等（第十七条―第十九条の四） 

第五章 特定給食施設（第二十条―第二十四条） 

第六章 受動喫煙防止 

第一節 総則（第二十五条―第二十八条） 

第二節 受動喫煙を防止するための措置（第二十九条―第四十二条） 

第七章 特別用途表示等（第四十三条―第六十七条） 

第八章 雑則（第六十八条・第六十九条） 

第九章 罰則（第七十条―第七十八条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民

の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的

な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増

進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

（国民の責務） 

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自

らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい

知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並び

に健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その

他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。 

（健康増進事業実施者の責務） 

第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要

な事業（以下「健康増進事業」という。）を積極的に推進するよう努めなければならない。 

（関係者の協力） 

第五条 国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療

機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図り

ながら協力するよう努めなければならない。 
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（定義） 

第六条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 

一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保

険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 

二 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定により健康増進事業を行う全国健康

保険協会 

三 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定により健康増進事業を行う

市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 

四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定により健康増進事業

を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会 

五 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定により健康増進事

業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 

六 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により健康増進事

業を行う日本私立学校振興・共済事業団 

七 学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）の規定により健康増進事業を行う者 

八 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定により健康増進事業を行う市町村 

九 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定により健康増進事業を行う事

業者 

十 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定により健康増

進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、

日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合 

十一 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定により健康増進事業を行う市町村 

十二 この法律の規定により健康増進事業を行う市町村 

十三 その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの 

（平一七法七七・平一八法八三・平一九法三〇・平二〇法七三・一部改正） 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以

下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 
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二 国民の健康の増進の目標に関する事項 

三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に

関する基本的な事項 

四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関す

る基本的な事項 

五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 

六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい

知識の普及に関する事項 

七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

するものとする。 

（都道府県健康増進計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関す

る施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるもの

とする。 

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の

増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。 

３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のため

に必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要す

る費用の一部を補助することができる。 

（平一八法八三・平二三法一〇五・一部改正） 

（健康診査の実施等に関する指針） 

第九条 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進する

ため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳（自らの健康管理のために必要な事

項を記載する手帳をいう。）の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健

康診査の実施等に関する指針（以下「健康診査等指針」という。）を定めるものとする。 

２ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。 
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３ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表するものとする。 

第三章 国民健康・栄養調査等 

（国民健康・栄養調査の実施） 

第十条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、

国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養

調査を行うものとする。 

２ 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」とい

う。）に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務

の全部又は一部を行わせることができる。 

３ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）

は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。 

（平二六法三八・平二六法六七・一部改正） 

（調査世帯） 

第十一条 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、

厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定する

ことによって行う。 

２ 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力

しなければならない。 

（国民健康・栄養調査員） 

第十二条 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、

国民健康・栄養調査員を置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令で

これを定める。 

（国の負担） 

第十三条 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。 

（調査票の使用制限） 

第十四条 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の

目的以外の目的のために使用してはならない。 

（省令への委任） 

第十五条 第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項
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目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（生活習慣病の発生の状況の把握） 

第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料

として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病（以下単に「生

活習慣病」という。）との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握

に努めなければならない。 

（食事摂取基準） 

第十六条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力

を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成

果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準（以下この条におい

て「食事摂取基準」という。）を定めるものとする。 

２ 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 

二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の

量に関する事項 

イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているも

のとして厚生労働省令で定める栄養素 

ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げて

いるものとして厚生労働省令で定める栄養素 

３ 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表す

るものとする。 

（平二五法七〇・追加） 

第四章 保健指導等 

（市町村による生活習慣相談等の実施） 

第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助

産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善

その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養

指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。 

２ 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲

げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができ

る。 
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（平一八法八三・一部改正） 

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的

な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施につ

いて必要な指導及び助言を行うこと。 

三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の

連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項につい

ての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

（平一八法八三・一部改正） 

（栄養指導員） 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業

務については、栄養指導に係るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養士の資

格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命

ずるものとする。 

（市町村による健康増進事業の実施） 

第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業で

あって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 

（平一八法八三・追加） 

（都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施） 

第十九条の三 都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互

間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項に

ついての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

（平一八法八三・追加） 

（報告の徴収） 

第十九条の四 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるとき

は、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関す

る報告を求めることができる。 

（平一八法八三・追加） 
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第五章 特定給食施設 

（平三〇法七八・改称） 

（特定給食施設の届出） 

第二十条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄

養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者

は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働

省令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたと

きは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

（特定給食施設における栄養管理） 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定

めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養

士を置かなければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならな

い。 

３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従

って、適切な栄養管理を行わなければならない。 

（指導及び助言） 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定

による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に

関し必要な指導及び助言をすることができる。 

（勧告及び命令） 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若

しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前

条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に

対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、そ

の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
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（立入検査等） 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を

確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、

その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しく

は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第六章 受動喫煙防止 

（平三〇法七八・章名追加） 

第一節 総則 

（平三〇法七八・節名追加） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する

知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備そ

の他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければ

ならない。 

（平三〇法七八・追加） 

（関係者の協力） 

第二十六条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設（敷地を含む。以下この章に

おいて同じ。）及び旅客運送事業自動車等の管理権原者（施設又は旅客運送事業自動車等

の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。）その他の関係者は、

望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な

推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の二繰下・一部改正） 

（喫煙をする際の配慮義務等） 

第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等（以下この章において「特定施設

等」という。）の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をす

る際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならな

い。 

２ 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望
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まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の三繰下・一部改正） 

（定義） 

第二十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

一 たばこ たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三号に掲げる製造た

ばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定

する製造たばこ代用品をいう。 

二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気を含

む。次号及び次節において同じ。）を発生させることをいう。 

三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。 

四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。 

五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。 

イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が

主として利用する施設として政令で定めるもの 

ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務を処理するために使用

する施設に限る。） 

六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施

設をいう。 

七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫

煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満た

すものをいう。 

八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄

道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。 

九 旅客運送事業自動車 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による旅客自動

車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。 

十 旅客運送事業航空機 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運

送事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の運送を行うためその事業の用に供

する航空機をいう。 

十一 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道

事業者（旅客の運送を行うものに限る。）及び索道事業者（旅客の運送を行うものに限
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る。）並びに軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行う

ものに限る。）が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。 

十二 旅客運送事業船舶 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による船舶運航

事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の運送を行うためその事業の用に供す

る船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条に規定する日本船舶に限る。）

をいう。 

十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設

の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすること

ができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙

を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。 

十四 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発（喫煙を伴うものに限る。）の用に供

する場所をいう。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の四繰下・一部改正） 

第二節 受動喫煙を防止するための措置 

（平三〇法七八・節名追加） 

（特定施設等における喫煙の禁止等） 

第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定

施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所（以下この節において「喫

煙禁止場所」という。）で喫煙をしてはならない。 

一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所 

イ 特定屋外喫煙場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所 

イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所 

四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所 

五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定す

る喫煙専用室以外の内部の場所 

２ 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項

第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができ
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る。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の五繰下・一部改正） 

（特定施設等の管理権原者等の責務） 

第三十条 特定施設等の管理権原者等（管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管

理者をいう。以下この節において同じ。）は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙

の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しては

ならない。 

２ 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫

煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努

めなければならない。 

３ 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所に

おいて、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなけ

ればならない。 

４ 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受

動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の六繰下・一部改正） 

（特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言） 

第三十一条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における

受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の七繰下・一部改正） 

（特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等） 

第三十二条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反し

て器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権

原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の

用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができ

る。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の

期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その

勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧

告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
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（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の八繰下・一部改正） 

（喫煙専用室） 

第三十三条 第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船

舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号において同じ。）の管理権原者は、当

該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の

場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するため

の基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及び第三項第一号にお

いて「基準適合室」という。）の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めるこ

とができる。 

２ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所

を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以

下この節において「喫煙専用室標識」という。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい

箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙専用室設置施設等標

識」という。）を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の

見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでな

い。 

一 喫煙専用室（前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。

以下この条及び次条第一項において同じ。）が設置されている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

４ 喫煙専用室が設置されている第二種施設等（以下この節において「喫煙専用室設置施設

等」という。）の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備

を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 

５ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等

の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。 

６ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができ
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る場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用

室標識を除去しなければならない。 

７ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室

の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙

専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければなら

ない。 

（平三〇法七八・追加） 

（喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十四条 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第

一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専

用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識

及び当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識（喫煙専用

室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置

施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に

適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及

び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の

供用を停止することを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、

その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者

が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る

措置をとるべきことを命ずることができる。 

（平三〇法七八・追加） 

（喫煙目的室） 

第三十五条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部

の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限

る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基

準に適合した室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。）の場所を喫煙

をすることができる場所として定めることができる。 

２ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所

を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ
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ろにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下こ

の節において「喫煙目的室標識」という。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい

箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」

という。）を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見や

すい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。 

一 喫煙目的室（前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。

以下この条及び次条において同じ。）が設置されている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

４ 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設（以下この節において「喫煙目的室設置施設」

という。）の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める

要件を満たすように維持しなければならない。 

５ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び

設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければなら

ない。 

６ 喫煙目的室設置施設（喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他

の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。）の管理権原者は、帳

簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労

働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

７ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫

煙目的室に立ち入らせてはならない。 

８ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又

は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫

煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。 

９ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所

としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識

を除去しなければならない。 
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10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の

場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室

設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。 

（平三〇法七八・追加） 

（喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十六条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件

を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫

煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室

設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的

室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用

を停止することを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生

労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施

設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙

目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識（喫煙目的室設置施設に複数

の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目

的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認

めるときに限る。）を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労

働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを

勧告することができる。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、

その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管

理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧

告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（平三〇法七八・追加） 

（標識の使用制限） 

第三十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専

用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識（以下この条にお

いて「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示し

てはならない。 
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一 第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示

する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合 

二 喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示

する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合 

２ 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用

室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。 

一 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定により喫煙専用室標

識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合

又は第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係

る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合 

二 喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定により喫煙目的室標識

を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は

前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令

に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合 

（平三〇法七八・追加） 

（立入検査等） 

第三十八条 都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設等の管

理権原者等に対し、当該特定施設等の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるため

の器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告を

させ、又はその職員に、特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の九繰下・一部改正） 

（適用関係） 

第三十九条 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合に

おいては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。 

２ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行してい

る旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規

定を適用する。 
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３ 旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所

がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事

業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。 

４ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場

所がある場合においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適

用する。 

５ 特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所につい

ては、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。 

（平三〇法七八・追加） 

（適用除外） 

第四十条 次に掲げる場所については、この節の規定（第三十条第四項及びこの条の規定を

除く。以下この条において同じ。）は、適用しない。 

一 人の居住の用に供する場所（次号に掲げる場所を除く。） 

二 旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する旅館業の施設の

客室の場所（同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿

営業の施設の客室（個室を除く。）の場所を除く。） 

三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの 

２ 特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該

特定施設等の場所（当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。）については、こ

の節の規定は、適用しない。 

３ 特定施設等の場所において一般自動車等（旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、

鉄道車両又は船舶をいう。）が現に運行している場合における当該一般自動車等の内部の

場所については、この節の規定は、適用しない。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の十一繰下・一部改正） 

（受動喫煙に関する調査研究） 

第四十一条 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定

に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の六繰下・旧第二十五条の十二繰下） 

（経過措置） 

第四十二条 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合にお

いては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判
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断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めるこ

とができる。 

（平三〇法七八・追加・旧第二十五条の十三繰下） 

第七章 特別用途表示等 

（平一五法五六・平二五法七〇・改称、平三〇法七八・旧第六章繰下） 

（特別用途表示の許可） 

第四十三条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令

で定める特別の用途に適する旨の表示（以下「特別用途表示」という。）をしようとする

者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当

該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府

令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」

という。）に、第一項の許可を行うについて必要な試験（以下「許可試験」という。）を

行わせるものとする。 

４ 第一項の許可を申請する者は、実費（許可試験に係る実費を除く。）を勘案して政令で

定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案し

て政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録

試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めな

ければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意

見を聴かなければならない。 

６ 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品（以下「特別用途

食品」という。）につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示し

なければならない。 

７ 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、

あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 

（平一五法五六・平二一法四九・令元法二六・一部改正、平三〇法七八・旧第二十

六条繰下） 

（登録試験機関の登録） 

第四十四条 登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実
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費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければ

ならない。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

二繰下） 

（欠格条項） 

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けること

ができない。 

一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しな

いもの 

二 第五十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法

人 

三 第五十五条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の

業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を

行う役員となっている法人 

（平一五法五六・追加、平三〇法七八・旧第二十六条の三繰下・一部改正） 

（登録の基準） 

第四十六条 内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者（以下この項にお

いて「登録申請者」という。）が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録

をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定め

る。 

一 別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲

げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以

上であること。 

二 次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。 

イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。 

ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保

を行う専任の部門を置くこと。 

三 登録申請者が、第四十三条第一項若しくは第六十三条第一項の規定により許可若しく

は承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品
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衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第八項に規定する営業者（以下この

号及び第五十二条第二項において「特別用途食品営業者」という。）に支配されている

ものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人

（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をい

う。）であること。 

ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社を

いう。）にあっては、業務を執行する社員）に占める特別用途食品営業者の役員又は

職員（過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。）の

割合が二分の一を超えていること。 

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員（過去二

年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。）であること。 

２ 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

三 登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地 

（平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・

旧第二十六条の四繰下・一部改正） 

（登録の更新） 

第四十七条 登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにそ

の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

２ 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

五繰下） 

（試験の義務） 

第四十八条 登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある

場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。 

（平一五法五六・追加、平三〇法七八・旧第二十六条の六繰下） 

（事業所の変更の届出） 

第四十九条 登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、

変更しようとする日の二週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。 
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（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

七繰下） 

（試験業務規程） 

第五十条 登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程（以下「試験業務規程」という。）

を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める

事項を定めておかなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上

不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきこ

とを命ずることができる。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

八繰下） 

（業務の休廃止） 

第五十一条 登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部

又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

九繰下） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

第五十二条 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸

借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条

において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七

十八条第三号において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事業所に備えて置かな

ければならない。 

２ 特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、

次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録

試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
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三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録され

た事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものに

より提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

（平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・

旧第二十六条の十繰下・一部改正） 

（秘密保持義務等） 

第五十三条 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四

十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

（平一五法五六・追加、平三〇法七八・旧第二十六条の十一繰下） 

（適合命令） 

第五十四条 内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しな

くなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

十二繰下・一部改正） 

（登録の取消し等） 

第五十五条 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その

登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ

とができる。 

一 第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項又は次条の規定に違反した

とき。 

三 正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四 第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。 

五 第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。 

六 不正の手段により第四十三条第三項の登録（第四十七条第一項の登録の更新を含む。）

を受けたとき。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の
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十三繰下・一部改正） 

（帳簿の記載） 

第五十六条 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関

する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

十四繰下） 

（登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止） 

第五十七条 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるよ

うな表示その他の行為をしてはならない。 

２ 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を

誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

十五繰下） 

（報告の徴収） 

第五十八条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、

その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

十六繰下） 

（立入検査） 

第五十九条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試

験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査さ

せることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 

３ 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

十七繰下） 

（公示） 

第六十条 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 

一 第四十三条第三項の登録をしたとき。 

二 第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。 
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三 第四十九条の規定による届出があったとき。 

四 第五十一条の規定による許可をしたとき。 

五 第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止

を命じたとき。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十六条の

十八繰下・一部改正） 

（特別用途食品の検査及び収去） 

第六十一条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特

別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別

用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を

収去させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

３ 第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監

視員が行うものとする。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

５ 内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるもの

とする。 

（平一五法五五・平一五法五六・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二

十七条繰下） 

（特別用途表示の許可の取消し） 

第六十二条 内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 

一 第四十三条第六項の規定に違反したとき。 

二 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。 

三 当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品につ

いて当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったと

き。 

（平一八法八三・全改、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二十八条繰

下・一部改正） 

（特別用途表示の承認） 
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第六十三条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようと

する者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。 

２ 第四十三条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の

規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一

項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。 

（平一八法八三・平二一法四九・令元法二六・一部改正、平三〇法七八（令元法二

六）・旧第二十九条繰下・一部改正） 

（特別用途表示がされた食品の輸入の許可） 

第六十四条 本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可

又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようと

する者については、その者を第四十三条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者

とみなして、同条及び第七十二条第二号の規定を適用する。 

（平三〇法七八・旧第三十条繰下・一部改正） 

（誇大表示の禁止） 

第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、

健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項（次条第三項において「健康保持増進

効果等」という。）について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させ

るような表示をしてはならない。 

２ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、

厚生労働大臣に協議しなければならない。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平二五法七〇・旧第三十二条の

二繰上、平三〇法七八・旧第三十一条繰下） 

（勧告等） 

第六十六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者

がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な

影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置を

とるべき旨の勧告をすることができる。 

２ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がな

くてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をと

るべきことを命ずることができる。 

３ 第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等について
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の表示がされたもの（特別用途食品及び第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。）

について準用する。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を

内閣総理大臣に通知するものとする。 

（平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平二五法七〇・旧第三十二条の

三繰上・一部改正、平二六法五一・一部改正、平三〇法七八・旧第三十二条繰下・

一部改正） 

（再審査請求等） 

第六十七条 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定

により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服

がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 

２ 保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項（第六十三条第二項において準

用する場合を含む。）の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管

理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長が

その委任に基づいてした処分につき、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百

五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同

法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対

して再々審査請求をすることができる。 

（平一五法五六・平二一法四九・平二五法七〇・平二六法六九・一部改正、平三〇

法七八・旧第三十三条繰下・一部改正） 

第八章 雑則 

（平三〇法七八・旧第七章繰下） 

（事務の区分） 

第六十八条 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項（第六十三条第二項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処

理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受

託事務とする。 

（平二五法七〇・平二六法六九・令元法二六・一部改正、平三〇法七八（令元法二

六）・旧第三十四条繰下・一部改正） 

（権限の委任） 

第六十九条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ
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り、地方厚生局長に委任することができる。 

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところによ

り、地方厚生支局長に委任することができる。 

３ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に

委任する。 

４ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部

を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。 

５ 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したとき

は、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。 

（平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第三十五条繰下） 

第九章 罰則 

（平三〇法七八・旧第八章繰下） 

第七十条 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民

健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘

密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

２ 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくそ

の秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。 

３ 第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

４ 第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録

試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

（平一五法五六・一部改正、平三〇法七八・旧第三十六条繰下・一部改正） 

第七十一条 第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百

万円以下の罰金に処する。 

（平一五法五六・追加、平二五法七〇・一部改正、平三〇法七八・旧第三十六条の

二繰下・一部改正） 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二 第四十三条第一項の規定に違反した者 

三 第五十七条第二項の規定による命令に違反した者 

（平一五法五六・平二五法七〇・一部改正、平三〇法七八・旧第三十七条繰下・一
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部改正） 

第七十三条 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表

者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。 

二 第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載を

し、又は帳簿を保存しなかったとき。 

三 第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

四 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

（平一五法五六・追加、平三〇法七八・旧第三十七条の二繰下・一部改正） 

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

二 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による

検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 

（平二五法七〇・一部改正、平三〇法七八・旧第三十八条繰下・一部改正） 

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 

（平一五法五六・一部改正、平三〇法七八・旧第三十九条繰下・一部改正） 

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 

一 第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違

反した者 

二 第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者 

（平三〇法七八・全改・旧第四十条繰下・一部改正） 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 

一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者 

（平三〇法七八・追加・旧第四十一条繰下・一部改正） 

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の



30/51 

記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 

二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

三 第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載す

べき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項

各号の規定による請求を拒んだ者 

（平三〇法七八・追加・旧第四十二条繰下・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から

起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成一四年政令第三六〇号で、本文に係る部分は、平成一五年五月一日から施行） 

（平成一六年政令第一九七号で、ただし書に係る部分は、平成一六年八月一日から

施行） 

（栄養改善法の廃止） 

第二条 栄養改善法（昭和二十七年法律第二百四十八号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日（以

下「施行日」という。）から三月を経過する日までの間は、第二十条第一項の届出をしな

いで、引き続きその事業を行うことができる。 

第四条 施行日前にした附則第二条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承

認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この

法律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 
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第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一五年五月三〇日法律第五五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第六条（次号に掲げる改正規定を除く。）、

第八条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、

第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第

三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内におい

て政令で定める日 

（平成一五年政令第五〇四号で平成一六年二月二七日から施行） 

附 則 （平成一五年五月三〇日法律第五六号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、目次の改正規定（「第三十九条」を「第四十条」に改める部分を

除く。）、第六章の章名の改正規定、第三十二条の次に二条を加える改正規定、第三十三

条の改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、公布の

日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成一五年政令第五〇二号で、本文に係る部分は、平成一六年二月二七日から施

行） 

（平成一五年政令第三四八号で、ただし書に係る部分は、平成一五年八月二九日か

ら施行） 

（施行前の準備） 

第二条 この法律による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第二十六条第三項の

登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

新法第二十六条の八第一項の規定による試験業務規程の認可の申請についても、同様とす

る。 

（政令への委任） 
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第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一七年六月二九日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

―――――――――― 

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成一七法律八七）抄 

（罰則に関する経過措置） 

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によること

とされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（政令への委任） 

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一七年七月二六日法律第八七号） 抄 

この法律は、会社法の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成一八年五月一日） 

―――――――――― 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第八三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第
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二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布

の日 

二及び三 略 

四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第

二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十

七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、

第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、

第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十

条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四

月一日 

五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び

第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二

条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、

第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第百三十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）

の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこ

の附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後

にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

（平二三法七二・一部改正） 

（処分、手続等に関する経過措置） 

第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以

下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後

のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを

除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなけ

ればならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、

この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞ

れの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの
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法律の規定を適用する。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要

な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一九年四月二三日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一から二まで 略 

三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条

第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十

二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条

まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、

第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、

第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百

三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規

定 日本年金機構法の施行の日 

（施行の日＝平成二二年一月一日） 

（平一九法一〇九・一部改正） 

（罰則に関する経過措置） 

第百四十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この

項において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

（政令への委任） 

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

附 則 （平成一九年七月六日法律第一〇九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九

条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平

成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計

に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項

及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 

（平一九法一一一・一部改正） 

附 則 （平成一九年七月六日法律第一一一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二〇年六月一八日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二一年六月五日法律第四九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の

施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

（施行の日＝平成二一年九月一日） 

一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 

（処分等に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を

含む。以下「旧法令」という。）の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その

他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「新法令」

という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知

その他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為

は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により

された免許の申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければな

らない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別
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段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその

手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行

政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府

令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の

三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十

二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規

定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東

日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律

第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則

第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定

の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

（罰則に関する経過措置） 

第五十一条 この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に
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した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

おいて同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと

される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二五年六月二八日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 

（平成二七年政令第六七号で平成二七年四月一日から施行） 

（経過措置） 

第十六条 この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の

規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十

一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、こ

の法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（政令への委任） 

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 
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附 則 （平成二六年五月二一日法律第三八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

（平成二七年政令第三四号で平成二七年四月一日から施行） 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条（登録

免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第八十六号の改正規定に限る。）の

規定 平成二十八年四月一日 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第七条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び

次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりさ

れた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこ

の法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている

許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法

律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるも

のは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これ

に基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の

日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律によ

る改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみ

なす。 

２ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方

公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この

法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく

政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の

相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続

をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律に



39/51 

よる改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十

六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成二七年四月一日） 

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 

（処分等の効力） 

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命

令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律に

よる改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」

という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定め

のあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為

とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有す

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令等への委任） 

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人

事院規則）で定める。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行
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する。 

（施行の日＝平成二八年四月一日） 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の

施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行

政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前

の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定

その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不

服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該

不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなけれ

ば提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の

施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお

従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によること

とされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この

法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ

取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起につい

ては、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法

律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年五月三一日法律第四一号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八

条の規定は、公布の日から施行する。 

（政令への委任） 

第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 

附 則 （平成三〇年七月二五日法律第七八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 

（平成三一年政令第五号で平成三一年一月二四日から施行） 

三 第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月

を超えない範囲内において政令で定める日 

（平成三一年政令第五号で平成三一年七月一日から施行） 

（既存特定飲食提供施設に関する特例） 

第二条 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙（第三条の規定

による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第二十八条第三号に規定する受動喫

煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。）の防止に関する国民の意識及び既存特

定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定め

る日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条及び第三十四条の規定の

適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二十九条第一項第二号

イ及び第三十三条の見出

し 

喫煙専用室 喫煙可能室 

第三十三条第一項 一部 全部又は一部 

 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙 

 この節 この条及び次条第一項 
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 喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 喫煙可能室標識を 

 この節 この条及び次条第一項 

 喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

第三十三条第三項第一号 喫煙専用室（ 喫煙可能室（ 

 喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第四項 喫煙専用室が 喫煙可能室が 

 この節 この条及び次条 

 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

 喫煙専用室の 喫煙可能室の 

第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

 喫煙専用室に 喫煙可能室に 

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

 喫煙専用室の 喫煙可能室の 

 専ら喫煙 喫煙 

 喫煙専用室に 喫煙可能室に 

 喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の 

 喫煙専用室の 喫煙可能室の 

 専ら喫煙 喫煙 

 喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に 

 喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の 

 喫煙専用室の 喫煙可能室の 

 喫煙専用室に 喫煙可能室に 

 喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

 喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に 

 喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 
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 喫煙専用室が 喫煙可能室が 

第三十四条第二項及び第

三項 

喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

２ 前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する第二種施設（新

法第二十八条第六号に規定する第二種施設をいう。）のうち、飲食店、喫茶店その他設備

を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設（次の各号に掲げるいずれかの会社により

営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除

く。）をいう。 

一 大規模会社（資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号におい

て同じ。） 

二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの 

イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会

社 

ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社（イ

に掲げるものを除く。） 

３ 喫煙可能室設置施設（第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定

する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及び附則第四条第二項第三号において同じ。）

の管理権原者（新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。次条第一項及び附則第四条

において同じ。）は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書

類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。 

４ 喫煙可能室設置施設の管理権原者等（新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をい

う。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。）は、当該喫煙可能室設置施設の営

業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可

能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。 

５ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第三項

において同じ。）は、この条の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の

管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、

又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しく

は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

６ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 
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７ 第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者 

二 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をした者 

（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置） 

第三条 新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等（以下この項並びに次条第一項第一

号及び第四号において「第二種施設等」という。）の管理権原者が当該第二種施設等の屋

内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ（新法第二十八条第一号に規定するたばこ

（以下この項において「たばこ」という。）のうち、当該たばこから発生した煙（蒸気を

含む。）が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大

臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。）のみの喫煙（新法第二十八条第二

号に規定する喫煙をいう。）をすることができる場所として定めようとする場合における

当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の

適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及

ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二十九条第一項第二号

イ及び第五号並びに第三

十三条の見出し 

喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室 

第三十三条第一項 たばこ 指定たばこ（たばこのうち、当該たば

こから発生した煙が他人の健康を損

なうおそれがあることが明らかでな

いたばことして厚生労働大臣が指定

するものをいう。以下この項において

同じ。） 

 専ら喫煙 喫煙（指定たばこのみの喫煙をいう。

以下この条において同じ。） 

第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙 

 この節 この条及び次条第一項 
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 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 指定たばこ専用喫煙室標識を 

 この節 この条及び次条第一項 

 喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標

識 

第三十三条第三項第一号 喫煙専用室（ 指定たばこ専用喫煙室（ 

 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第四項 喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が 

 この節 この条及び次条 

 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

 喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

 専ら喫煙 喫煙 

 喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の 

 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

 専ら喫煙 喫煙 

 喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に 

 喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標

識 

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の 

 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

 喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 
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 喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に 

 喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標

識 

 喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が 

第三十四条第二項及び第

三項 

喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

２ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等（前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第

四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この条及び次条第二項第四

号において同じ。）の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業につ

いて広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専

用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければ

ならない。 

３ 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設

置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要

な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、

当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。 

４ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

５ 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

６ 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若

しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

（標識の使用制限に関する経過措置） 

第四条 何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法

第二十七条第一項に規定する特定施設等（次条第二項において「特定施設等」という。）

において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識（以下この条において「喫煙専

用室標識」という。）、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識（以

下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。）、新法第三十五条第二項に規

定する喫煙目的室標識（以下この条において「喫煙目的室標識」という。）、新法第三十

五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識（以下この条において「喫煙目的室設置施
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設標識」という。）、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二

項に規定する喫煙可能室標識（以下この条において「喫煙可能室標識」という。）、附則

第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室

設置施設標識（以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。）、前条第一項

の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標

識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。）若しくは前条第一項の

規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置

施設等標識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。）（以

下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙専用室標識等に類似する

標識を掲示してはならない。 

一 第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を

掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合 

二 新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二

項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的

室設置施設標識を掲示する場合 

三 附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規

定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により喫煙可能室標識を掲示す

る場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規

定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合 

四 第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三

条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規

定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設

置施設等標識を掲示する場合 

２ 何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用

室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはな

らない。 

一 新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項

の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置

施設等標識を除去する場合又は新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条

第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設

等標識を除去する場合 
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二 新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の

規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施

設標識を除去する場合又は新法第三十六条第一項若しくは第二項の規定による勧告若

しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的

室設置施設標識を除去する場合 

三 喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定により読み替えられた

新法第三十三条第六項の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第二条第一項

の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により喫煙可能室設置施設

標識を除去する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四

条第一項の規定による勧告若しくは附則第二条第一項の規定により読み替えられた新

法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可

能室設置施設標識を除去する場合 

四 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替え

られた新法第三十三条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、

前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により指定たば

こ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えら

れた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替

えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用

喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合 

３ 前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

（特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務） 

第五条 第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に規定する特定施

設において附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事する者を使用する

者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙（第二条の規定による改正後の健康増進

法第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。）を防止するため、当該使用する者

又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。 

２ 特定施設等（新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。）においてこの法律

の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動

喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとる

よう努めなければならない。 

（罰則に関する経過措置） 
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第六条 この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改

正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和元年六月七日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条（別表第一健康増進法（平成十四年法律第

百三号）の項の改正規定に限る。）及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を経

過した日 

（政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

別表（第四十六条関係） 

（平一五法五六・追加、平二九法四一・平三〇法七八・一部改正） 

一 遠心分離機 

二 純水製造装置 

三 超低温槽 

四 ホモジナイザー 

五 ガスクロマトグラフ 

六 原子吸光分光光度計 

七 高速液体クロマトグラ

フ 

八 乾熱滅菌器 

九 光学顕微鏡 

次の各号のいずれかに該当すること。

一 学校教育法（昭和二十二年法律第

二十六号）に基づく大学（短期大学

を除く。）、旧大学令（大正七年勅

令第三百八十八号）に基づく大学又

は旧専門学校令（明治三十六年勅令

第六十一号）に基づく専門学校にお

いて医学、歯学、薬学、獣医学、畜

産学、水産学、農芸化学若しくは応

用化学の課程又はこれらに相当す

中欄の第一号から第三

号までのいずれかに該

当する者三名及び同欄

の第四号から第六号ま

でのいずれかに該当す

る者三名 
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十 高圧滅菌器 

十一 ふ卵器 

る課程を修めて卒業した後、一年以

上理化学的検査の業務に従事した

経験を有する者であること。 

二 学校教育法に基づく短期大学（同

法に基づく専門職大学の前期課程

を含む。）又は高等専門学校におい

て工業化学の課程又はこれに相当

する課程を修めて卒業した後（同法

に基づく専門職大学の前期課程に

あっては、修了した後）、三年以上

理化学的検査の業務に従事した経

験を有する者であること。 

三 前二号に掲げる者と同等以上の

知識経験を有する者であること。 

四 学校教育法に基づく大学（短期大

学を除く。）、旧大学令に基づく大

学又は旧専門学校令に基づく専門

学校において医学、歯学、薬学、獣

医学、畜産学、水産学、農芸化学若

しくは生物学の課程又はこれらに

相当する課程を修めて卒業した後、

一年以上細菌学的検査の業務に従

事した経験を有する者であること。

五 学校教育法に基づく短期大学（同

法に基づく専門職大学の前期課程

を含む。）又は高等専門学校におい

て生物学の課程又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後（同法に

基づく専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した後）、三年以上細

菌学的検査の業務に従事した経験
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を有する者であること。 

六 前二号に掲げる者と同等以上の

知識経験を有する者であること。 

 


